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ョ
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く ら し の 伝 言 板

県
内
一
斉
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
相
談

の
日

　
5
月
29
日（
金
）は
県
内
一
斉
消
費
者
ト
ラ

ブ
ル
相
談
の
日
で
す
。
日
頃
の
消
費
生
活
相

談
窓
口
に
加
え
、
専
門
機
関
で
も
無
料
相
談

が
で
き
ま
す
。

　
相
談
窓
口
一
覧
な
ど
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
町
消
費
生
活
相
談
窓
口（
役
場
総
務
課
）

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
１

県
シ
ニ
ア
美
術
展

60
歳
か
ら
の
技
と
美　
作
品
募
集

　
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
の
推

進
を
目
的
に
美
術
展
を
開
催
し
ま
す
。

●
出
品
部
門　
日
本
画
、
洋
画
、
写
真
、
書
、

彫
刻
、
工
芸（
６
部
門
）

●
出
品
資
格　
令
和
９
年
４
月
１
日
時
点
で

60
歳
以
上
で
県
内
在
住
の
ア
マ
チ
ュ
ア

●
出
品
料　
１
，
２
０
０
円（
１
点
）

●
募
集
期
限　
７
月
10
日（
金
）

　
申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
（
一
財
）熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

　
生
き
が
い
推
進
グ
ル
ー
プ

☎
０
９
６（
３
５
４
）３
０
８
３

く ら し の 伝 言 板

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
は
義
足

や
人
工
関
節
を
使
用
し
て
い
る
人
、
内
部
障

が
い
や
発
達
障
が
い
、
難
病
の
人
な
ど
、
外

見
か
ら
分
か
ら
な
く
て
も
援
助
や
配
慮
を
必

要
と
し
て
い
る
人
が
、
周
囲
に
知
ら
せ
る
こ

と
で
援
助
を
得
や
す
く
な
る
よ
う
に
作
ら
れ

た
マ
ー
ク
で
す
。

●
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

　

�

持
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら

・
電
車
や
バ
ス
で
は
席
を
譲
る

・
支
援
が
必
要
な
様
子
の
人
に
は
「
何
か
お

困
り
で
す
か
」
な
ど
声
を
か
け
る

・
災
害
時
、
安
全
に
避
難
す
る
の
を
助
け
る

　
な
ど
、
思
い
や
り
あ
る
行
動
と
あ
な
た
に

で
き
る
支
援
や
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
は
、
役

場
福
祉
課
や
県
庁
、
保
健
所
な
ど
で
無
料
で

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
役
場
福
祉
課　
障
が
い
福
祉
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
５
１
０

西
原
村
、
御
船
町
、
嘉
島
町
、
益
城
町
、

甲
佐
町
、
山
都
町

●
問
い
合
わ
せ

　
役
場
総
合
政
策
課　
総
合
政
策
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
８

歯
周
病
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
町
の
歯
周
病
検
診
は
、
節
目
年
齢
の
人
の

み
対
象
で
、
公
費
で
受
診
で
き
る
の
は
10
年

に
１
回
の
貴
重
な
機
会
で
す
。

●
対
象
者

　
令
和
８
年
度
に
満
20
歳
・
30
歳
・
40
歳
・

50
歳
・
60
歳
・
70
歳
に
な
る
人
で
、
受
診

当
日
に
住
民
票
が
大
津
町
に
あ
る
人

※
個
別
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

●
受
診
期
限

　
令
和
９
年
３
月
31
日（
水
）

●
自
己
負
担
額

　
１
，
０
０
０
円

●
受
診
に
必
要
な
も
の

　
歯
科
健
康
診
査
票（
通
知
に
同
封
）

　
治
療
な
ど
が
必
要
な
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
健
康
保
険
資
格
確
認
書
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

●
内
容　
口
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
、
歯
肉（
歯

ぐ
き
）の
検
査
、
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
相
談
、

結
果
説
明
な
ど

●
指
定
医
療
機
関

　
通
知
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。

※
歯
周
病
検
診
を
受
け
て
指
定
医
療
機
関
に

あ
る
二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
込
む
と
健
康

ポ
イ
ン
ト
40
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
役
場
健
康
保
険
課　
健
康
推
進
係

　
（
町
子
育
て
・
健
診
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
０
９
６（
２
９
４
）１
０
７
５

繁
殖
期
の
野
鳥
保
護
と
指
導
取
締

強
化
月
間

　
春
は
野
鳥
の
繁
殖
期
で
す
。
巣
立
ち
し
た

ヒ
ナ
が
地
面
に
落
ち
て
い
る
の
を
見
か
け
た

場
合
は
、
近
く
に
姿
が
見
え
な
く
て
も
親
鳥

が
世
話
を
し
て
い
ま
す
の
で
拾
わ
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

　
県
で
は
、５
月
10
日
か
ら
１
カ
月
間
を「
指

導
取
締
強
化
月
間
」と
定
め
、
違
法
捕
獲
な

ど
の
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

野
生
鳥
獣
や
鳥
類
の
卵
は
法
律
に
よ
り
、

許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
は
原
則
と
し
て
捕

獲
、
殺
傷
ま
た
は
採
取
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
野
生
鳥
獣（
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
な
ど
）の

愛
が
ん
飼
養
目
的
の
捕
獲
は
、
鳥
獣
の
乱
獲

を
助
長
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
許
可
し

て
い
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ

　
役
場
農
政
課
農
林
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
６

　
県
北
広
域
本
部　
林
務
課

☎
０
９
６
８（
２
５
）１
０
３
９

 お知らせ  募　　集 講　　座

６
月
に
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

を
停
止
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ
て
証
明
書

が
取
得
で
き
る「
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
」。

６
月
１
日
は
切
り
替
え
作
業
の
た
め
、
終
日

利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

●
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
停
止
日

▼
税
証
明
の
年
度
切
り
替
え

　
６
月
１
日（
月
）

●
問
い
合
わ
せ

　
役
場
住
民
課　
住
民
係

☎
０
９
６（
２
９
３
）３
１
１
２

く
ま
も
と
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー　
Ｋ
ｕ
ｍ
ａ
ｒ
ｒ
ｙ
の
会
員

募
集

　
町
と
近
隣
市
町
村（
※
）が
共
同
で
運
営
す

る「
く
ま
も
と
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

Ｋ
ｕ
ｍ
ａ
ｒ
ｒ
ｙ（
ク
マ
リ
ー
）」で
は
、

Ａ
Ｉ
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
１
対
１

の
お
見
合
い
支
援
や
婚
活
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

を
通
じ
た
出
会
い
の
場
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
利
用
に
は
会
員
登
録
が
必
要
で
す
。
随
時

会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
登

録
く
だ
さ
い
。

　
会
員
登
録
や
利
用
の
流
れ
な
ど
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
熊
本
市
、
菊
池
市
、
宇
土
市
、
宇
城
市
、

合
志
市
、
美
里
町
、
高
森
町
、
南
阿
蘇
村
、

禁
煙
や
分
煙
に
ご
協
力
を

　
５
月
31
日
は「
世
界
禁
煙
デ
ー
」で
す
。
ま

た
、
毎
年
５
月
31
日（
日
）～
６
月
６
日（
土
）

は「
禁
煙
週
間
」で
す
。
喫
煙
は
、
が
ん
や
心

疾
患
な
ど
多
く
の
病
気
と
深
く
関
係
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
他
の
人
の
た
ば
こ
の
煙
を
吸

い
込
む「
受
動
喫
煙
」は
、
子
ど
も
や
妊
婦
の

健
康
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
現
在
、
健
康
増
進
法
に
よ
り
主
に
子
ど
も

や
患
者
な
ど
が
利
用
者
す
る
施
設
や
多
く
の

人
が
集
ま
る
施
設
は
原
則
禁
煙
と
な
り
、
受

動
喫
煙
対
策
の
徹
底
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
の
な
い
社

会
を
目
指
し
、
禁
煙
や
分
煙
な
ど
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

あなたの地区の
民生委員・児童委員を
知っていますか？自分たちで

は

もう限界！
自分たちで

は

もう限界！
自分たちで

は

もう限界！

ひとりで悩
んで

いませんか
？ひとりで悩
んで

いませんか
？ひとりで悩
んで

いませんか
？

どうしよう
…

どうしよう
…

どうしよう
…

………………

５月12日㈫は
民生委員・
児童委員の
日です

●問い合わせ　役場福祉課　福祉係　☎096（293）3510

　民生委員・児童委員には法律で「守秘義務」が課せられて
います。安心してご相談ください。
　少しでも前に進めるように一緒に考え、必要な関係機関に
つなぎます。

　４月８日に町長より厚生労働大臣委嘱状交付が行われ、新
たに４人が民生委員・児童委員として活動します。援護が必
要な人には行政や社会福祉協議会などにつなぐパイプ役に
なって問題の解決に努めます。

あなたの地区の
民生委員・児童委員です

新しい民生委員・児童委員が決まりました

対象行政区 委員名

上鶴南 山部 明美

住本 力

吉村 暢彦

中田 重男

西嶽・松古閑・塘町

水源町・西窪

源場

すみもと

やま べ

ちから

よしむら のぶひこ

なか た しげ  お

あけ み

№2

今
月
の

こんにちは（昼）（午後）

手話通訳者が
役場にいます

毎月第２・第４火曜日
役場 1階福祉課まで

チョキ（ピース）を作って額の中央
から少し前に出します。
※チョキ（ピース）は時計の短針・長針を表して
　います。

「手話」は耳が聞こえない人の
大切な「言語」です

詳しくは
こちら▼

町ホーム
ページは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

ヘルプマーク

▼


